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①対応済の案件

年 月 質問要旨 答弁要旨 所管課

3 9

１．スポーツ及び文化にお
ける要綱の整備
（１） 令和元年１２月議会
で大津町ゆかりのスポーツ
選手を応援して盛り上げよ
うという趣旨の質問をし
た。回答として「大津町ゆ
かりの方々の活躍は全国や
世界に向けた大津町のＰＲ
にもなる。町としてできる
限りの支援体制を整えてい
きたい。」とあり更に、
「来年度の予算関連等で検
討させていただければ」と
も答弁されている。その後
の町の方向を確認したい。

②要綱の整備がされていな
いことによる不具合は。

要綱の整備につきましても
出来るだけ速やかにスピー
ド感をもって対応させてい
ただきたいと考えておりま
す。

対
応
済

要綱を制定し、令和５年４月
１日から施行します。

生涯学習課

4 3

２．南部地区交流広場の役
割
（１）「交流広場」を「江
藤記念公園」等に名称して
一体感をアピール。サイン
効果、メディア効果を発信
させる。

愛称の設置については、地
域の皆様のご意見を伺いな
がら検討する。

対
応
済

令和４年４月１日から供用を
開始し、高齢者歴史教室や文
化財を巡るウォーキング教
室、江藤家住宅一般公開など
の拠点として活用していると
ころです。名称につきまして
も検討してまいりましたが、
南部地区交流広場という広域
的な活用目的と併せ、令和５
年１月３０日に行われました
南部区長会においてご説明
し、ご意見を伺いましたとこ
ろ、現名称で地域に定着して
いるとのご見解でしたので、
愛称等の設置は行わず広場の
運用を継続させていただきま
す。

生涯学習課

4 6

３．町職員の鳥獣免許取得
を
（１）【再質問より】鳥獣
対策で出た廃棄物（食肉を
除いた残部）の焼却に係る
費用は、個人が負担してい
る。町からの補助はできな
いか。

中身を精査し検討する。

対
応
済

大津町有害鳥獣捕獲隊の班長
会議を開催し、協議を行った
結果、焼却場に持ち込んだ場
合の焼却費用は町からの補助
金の範囲内でまかなえている
とご意見をいただきました。
よって、追加的な支援とし
て、新たな補助金制度の創設
は不要と判断しました。

農政課

議会一般質問への対応状況

対応方針・進捗状況



4 12

２　子供食堂の運営に対
し、何らかの助成金や調
理・食事のできる場所、物
資などについて、町として
応援すべきではと考えるが
如何か
（１）大津町内で３カ所の
子ども食堂が登録され、運
営されている。物価高騰の
中、食料費の値上げで厳し
い経営を強いられており、
多くの方から善意で経営が
保たれている状況にある。
町独自の助成金等の検討は
できないか。

子ども食堂の運営者との意
見を交換する場を設けて、
助成金等課題について協議
します。

対
応
済

令和５年１月２６日に町内子
ども食堂運営団体、町社会福
祉協議会と意見交換会を実施
しました。現在の活動状況を
共有し、食材寄付の募集や保
管、実施場所の確保、団体同
士の情報共有、情報発信など
の課題があげられました。今
後も定期的に意見交換会を開
催しながら、行政が支援でき
ることを協議します。

福祉課

4 12

１　地域子供食堂支援につ
いて
（１）町民の福祉の向上を
充実させるため、デジタル
の力を有効に活用し食支援
マッチングのプラットホー
ムができないか。

今年度内に協議の場を設け
たい。

対
応
済

　令和５年１月２６日に町内
子ども食堂運営団体、町社会
福祉協議会と意見交換会を実
施しました。現在の活動状況
を共有し、食材寄付の募集や
保管、実施場所の確保、団体
同士の情報共有、情報発信な
どの課題があげられました。
関係者間でライングループを
作成し、日々の情報共有を通
じて連携を深めるとともに、
今後も定期的に意見交換会を
開催し、プラットホームの構
築など課題解決を図っていく
こととします。

福祉課

②対応中、対応方針を決定した案件

3 9

１．大津町運動公園につい
て
（２）多目的広場（人工芝
コート）について、平日・
週末問わず利用されている
が、急な雷雨等により避難
する場所がコート西側のト
イレしかない。今後、利用
者 を守る観点から建屋等の
整備が必要と思うが、考え
を伺う。

今後先進地事例等も調査研
究して参りたいと思いま
す。

対
応
中

多目的広場に注意喚起の看板
を設置し、併せて雷雨が予想
される場合は、主催者及び施
設利用者に早めの避難の指導
と注意喚起を行っています。
また令和５年度には、一時避
難所を兼ねた休憩所の整備を
計画しています。 生涯学習課



4 3

中学校部活動改革について
（１）令和５年度より実施
される学校の働き方改革を
踏まえた休日の中学校部活
動の段階的な地域移行につ
いて

①本町におけるこれまでの
取り組みは
②これからの課題について
今後の取り組みや方向性は

家庭の経済的な理由で地域
部活動に参加できない生徒
がいないように部活動費の
補助などについても検討し
ます。

対
応
中

全面的に改定された『学校部
活動及び新たな地域クラブ活
動の在り方に関する総合的な
ガイドライン』（令和４年１
２月スポーツ庁・文化庁）の
中に経済的に困窮する家庭の
生徒に対し、「地域クラブ活
動への参加費用の支援等の取
組を進める」とあり、国の令
和５年度予算案にも支援補助
があります。
また、改訂後のガイドライン
では令和５年度から令和７年
度までの３年間を「改革集中
期間」から「改革推進期間」
と改め、達成時期は一律に定
めないとされました。当面は
中学校部活動を継続します
が、今後、県が作成する推進
計画を参考にし、学校や関係
団体と休日の地域移行に向け
た協議を重ね、国補助を活用
しながら経済的に困窮する生
徒の参加費用の支援を進めま

学校教育課
生涯学習課

4 6

１．メガソーラー設置と防
災対策を問う（命を守る徹
底した防災対策）
（１）太陽光発電設備の適
正な措置及び維持管理等に
関する条例が必要ないか。

住民の不利益につながるこ
とのないよう、また、より
高い実効性を担保する範囲
や内容についても慎重な調
査・検討を行う。 対

応
中

３月議会定例会に、「大津町
太陽光発電設備の適正な設置
及び維持管理等に関する条例
（案）」を上程します。

環境保全課

4 9

４．DV被害者への支援体
制として、町営住宅の要項
等の改正が必要ではない
か。
（１）DV被害者などの支
援体制として町営住宅の目
的外使用の要項の作成が急
務ではないか。

DV被害者の住まいの確保
は重要な問題。被害者の居
住の安定を図り、その自立
を支援していきたい。

対
応
中

現在、要綱等の改正案の作
成・精査と並行して、住まい
の確保を行った後の支援体制
について、関係各課等と協議
をしているところです。
　支援体制の構築について
は、現時点ではいくつかの課
題がありますので、引き続き
協議を重ね、対応策の整理が
できたところで、最終的に要
綱等の改正を行いたいと考え
ています。

都市計画課

4 12

２　町民のための施設使用
料の改善を求める
（１）町の公民館などの施
設使用料が住民福祉に沿っ
ているかの検討をすべきで
はないか。例えば、中央公
民館、オークスプラザの使
用料を３０分間隔で設定す
る改善を求めたい。

教育施設の利用時間につい
て３０分単位での利用時間
の設定については、今後利
用者へのアンケート等を行
いながら調査・検討してい
きたい。 対

応
中

　主な利用団体等と協議しな
がら、アンケート調査の素案
の検討を行っています。
今後、３月から４月にかけて
アンケート調査を実施し、そ
の調査結果をもとに、利用時
間の設定について検討を進め
ていきます。

生涯教育課



③検討の結果、実施しないこととした案件

4 9

１．親水の要素を取り入れ
た都市公園の整備について
（１）熊本の水資源、地下
水減を活用し、活気ある親
水公園は作れないか。

以前あった親水公園が機能
しなくなった背景等を検
証・整理し、既存の水資源
の有効活用も考慮しなが
ら、また、他事業との連携
や地元住民との協働を等も
視野に入れ検討していく。 実

施
不
可

　現在、公園等長寿命化計画
に基づき、既存の公園の改修
を進めています。既存の公園
の整備・改修の中で水資源の
有効活用ができないか検討し
ましたが、現時点では工法的
にも財源的にも困難な状況で
す。
　また、新規の公園整備につ
いては、都市公園の住民一人
あたりの面積が１０㎡を超え
ているため、国庫補助の対象
とならないこともあり、現時
点での整備計画はありませ
ん。

都市計画課


